
京 都 大 学 本 部 事 務 決 裁 等 規 程 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

（前 略）

（文書の名義） （文書の名義）

第２条 文書の名義は、別に定めるもののほか、別 第２条 （同 左）

表第１の事項欄に掲げる各文書の区分について、

それぞれ同表の名義者欄に掲げる者とする。

（決裁） （決裁）

第３条 第３条

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) （略） (4) （同 左）

(5) (5)
(6) (6)
(7) (7)
(8) (8)

２ 別表第２の事項欄に掲げる事案で重要なものに ２ 別表第２の事項欄に掲げる事案で重要なものに

ついては、同表の決裁者欄に掲げる理事又は厚生 ついては、同表の決裁者欄に掲げる理事、厚生補

補導担当の副学長（以下「副学長」という。）の決 導担当の副学長（以下「副学長」という。）又は

裁を受けるものとする。ただし、総長が理事に対 機構長若しくは本部長（以下「理事等」という。）

し特に担当を命じた事項その他同表の規定により の決裁を受けるものとする。ただし、総長が理事

難い事案については、この限りでない。 に対し特に担当を命じた事項その他同表の規定に

より難い事案については、この限りでない。

３ ３

４
（略）

４
（同 左）

（専決） （専決）

第４条 前条の規定にかかわらず、別表第３の事項 第４条

欄に掲げる事項に係るものについては、それぞれ、

同表の専決者欄に掲げる者は、専決することがで

きる。この場合において、当該専決者は、必要に

応じて当該専決する事項又はその要点を上司に説 （同 左）

明又は報告し、その確認を得て行うものとする。

２ ２

３ （略） ３

（決裁における事前承認） （決裁における事前承認）

第５条 総長の決裁又は承認を受けようとする事案 第５条 総長の決裁又は承認を受けようとする事案

についてはあらかじめ当該事案について所管の理 についてはあらかじめ当該事案について所管の理

事又は副学長の、理事又は副学長の決裁又は承認 事等の、理事等の決裁又は承認を受けようとする

を受けようとする事案についてはあらかじめ当該 事案についてはあらかじめ当該事案について所管

事案について所管の部長又はセンター長の、部長 の部長又はセンター長の、部長の決裁又は承認を

の決裁又は承認を受けようとする事案については 受けようとする事案についてはあらかじめ当該事

あらかじめ当該事案について所管の課長又は室長 案について所管の課長又は室長の承認を受けるも

の承認を受けるものとする。 のとする。

２ （略） ２ （同 左）

（中 略）

附 則

この規程は、平成２３年１月２６日から施行し、

平成２２年１０月１日から適用する。



改 正 前 改 正 後

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

事項 名義者 事項 名義者

１ １

２ ２

３ （略） ３

４ ４

５ 関係諸機関等に対 総長 ５

し、総長の行うべき （同 左）
申請、協議、報告、

通知等の文書

６ 総長の行う証明の文 ６

書

７ （略） ７

８ （略） ８

９ 関係諸機関等に対す 当該事案について所 ９ （同 左） 当該事案について所

る申請、協議、報告、 管の理事若しくは副 管の理事等又は所管

届出、通知、照復等 学長又は所管の部課 の部課等の長

の文書で５に掲げる 等の長

以外のもの

１０ 通達文書及び学内に １０ （同 左）

対する通知、照復等

の文書のうち重要な

もの

１１ （略） １１ （同 左）

１２ 証明の文書で６に掲 軽重に応じて、当該 １２ （同 左） 軽重に応じて、当該

げる以外のもの 事案について所管の 事案について所管の

理事若しくは副学長 理事等又は部課等の

又は部課等の長 長

１３ １３

１４ （略） １４ （同 左）

１５ １５

別表第２（第３条第２項関係） 別表第２（第３条第２項関係）

事 項 決裁者 事 項 決裁者

京都大学本部事務分掌規程（平成１ 総務・人事 京都大学本部事務分掌規程（平成１ 総務・人事

８年８月３０日総長裁定。以下「分 ・産官学連 ８年８月３０日総長裁定。以下「分 担当の理事

掌規程」という。）第２条第３号、第 携担当の理 掌規程」という。）第２条第３号、第

８条、第１１条（第１０号のうちリ 事 １１条（第１０号のうちリスク管理

スク管理に関するもの及び第１１号 に関するものを除く。）、第１２条か

を除く。）、第１２条第６号、第１３ ら第１５条まで及び第３０条に定め

条（第２号のうち教員に関するもの る事項並びに人権及び男女共同参画

及び第３号を除く。）、第１４条（第 に関する事項

１号、第２号及び第５号のうち教員

に関するものを除く。）、第１５条、

第２４条第１号及び第５号並びに第

３０条に定める事項



改 正 前 改 正 後

分掌規程第４条、第５条（第２号を 教育・学生 分掌規程第４条、第５条（第２号を 教育担当の

除く。）、第６条（特に重要なものに 担当の理事 除く。）及び第６条（特に重要なもの 理事

限る。）、第１０条及び第２９条（第 に限る。）に定める事項

１号及び第３号のうち留学生に関す

るもの並びに第４号に限る。）に定め

る事項

分掌規程第３条、第５条第２号、第 副学長 分掌規程第３条、第５条第２号、第 学生担当の

１０条（厚生補導に関するもののう ２６条及び第２７条に定める事項 理事又は副

ち特に重要なものに限る。）、第２６ 学長

条及び第２７条に定める事項

分掌規程第７条、第９条、第２８条 研究・国際 分掌規程第７条及び第２８条に定め 研究担当の

及び第２９条（第１号及び第３号の 担当の理事 る事項 理事

うち留学生に関するもの並びに第４

号を除く。）に定める事項

分掌規程第１２条（第６号を除く。）、 財務・広報 分掌規程第１８条から第２２条まで 財務・施設

第１８条、第１９条及び第３１条か 担当の理事 及び第３１条から第３３条までに定 担当の理事

ら第３２条の２までに定める事項 める事項

分掌規程第１３条第２号（教員に関 企画・評価 分掌規程第１６条に定める事項 企画担当の

するものに限る。）及び第３号、第１ 担当の理事 理事

４条（第１号、第２号及び第５号の

うち教員に関するものに限る。）、第

１６条並びに第１７条第５号に定め

る事項並びに人権に関する事項

分掌規程第２０条から第２２条まで 施設担当の

及び第３３条に定める事項 理事

分掌規程第１１条第１０号（リスク 外部戦略・ 分掌規程第１１条第１０号（リスク 渉外担当の

管理に関するものに限る。）及び第１ 情報・安全 管理に関するものに限る。）及び第１ 理事

１号、第１７条（第５号を除く。）、 管理担当の ７条に定める事項並びに基金、コン

第２３条、第２４条（第１号及び第 理事 プライアンスその他外部戦略に関す

５号を除く。）、第２５条並びに第３ る事項

４条に定める事項並びに基金、財団

その他外部戦略に関する事項

分掌規程第２３条に定める事項 環境安全保

健機構長

分掌規程第９条、第１０条及び第２ 国際交流推

９条に定める事項 進機構長

分掌規程第２４条、第２５条及び第 情報環境機

３４条に定める事項 構長

分掌規程第８条に定める事項 産官学連携

本部長

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係）

事項 専決者 事項 専決者

専門職 専門員 課長 部長 理事 専門職 専門員 課長 部長 理事等

員 員

（略） （同 左）

（後 略）


